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研究成果の概要（和文）：環境主義の時代とも称される今日、鯨類やマグロ類といった水産資源

の管理をめぐる問題など、環境保護が高度な国際政治課題となっている。本研究は、もともと野

生生物の利用に依存してきた人びとが、そうした地域資源（コモンズ）を商い、自立する権利、

すなわち生活権を「在地商業権」（ICR: Indigenous Commercial Rights）と呼び、ICR概念の精

緻化・妥当性を検討するとともに、こうした野生生物の持続可能な利用を保障する制度設計をお

こなった。 

 
研究成果の概要（英文）： The present world called environmentalism pays more attention 
to the protection of marine wildlife such as whales and tunas and marine conservation 
has become the international political issue. The present study looked into the way of 
life that people use of the wildlife and they make a living depending on it. This study 
established the Indigenous Commercial Rights (ICRs) and examined its elaboration and the 
validity of the ICR concept and analyzed a social system designing to guarantee the 
sustainable use of such wildlife. 
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１．研究開始当初の背景 
（1）1970 年代以降の現代社会を特徴づける
のは、環境主義の隆盛とグローバリズムの浸
透である。多様な環境問題群のなかでも、ゾ
ウ類や鯨類といったカリスマ的野生動物の
保護は、そのわかりやすさもあってか、国際
的に定着してひさしい。 
 
（2）ゾウ類の管理は 1973年に締結されたワ
シ ン ト ン 条 約 （ CITES: Convention on 
International Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora）が、鯨類の管理
は 1948 年以降は国際捕鯨委員会（ IWC: 
International Whaling Commission）がおこ
なっている。 
 
（3）IWC は、1946 年に成立した国際捕鯨取
締条約（ICRW: International Convention for 
the Regulation of Whaling）の執行機関と
して設立されたものである。IWC には、2013
年 3月現在、89 カ国が加盟している。 
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（4）鯨類にはおよそ 85種が存在しているが、
IWC の管轄下にあるのはヒゲクジラ類を中心
とした大型鯨類 14 種である。それ以外の鯨
類については、各国の監督下で捕鯨は認めら
れている。また、IWC の決定は加盟国に限定
される。よって、カナダなどの IWC 非加盟国
は、IWC の決定に束縛されずに捕鯨をおこな
うことができる。 
 
（5）本研究では、IWC非加盟国であるインド
ネシア・東ヌサトゥンガラ州・レンバタ島ラ
マレラ村におけるマッコウクジラ漁に対し
て、近年、「国際条約違反」とする批判が海
外からむけられている。しかし、こうした批
判は法的には的外れである。 
 
（6）こうした批判のほとんどは、ラマレラ
村民によるマッコウクジラ漁の漁獲が、どの
ように消費されているかについて考慮して
いない。東ヌサトゥンガラ州のレンバタ島周
辺海域の島じまでは、鯨肉と綿布、穀類を基
軸とした交換経済が貨幣経済と併存してい
るのであって、地域の人びとが鯨類をふくむ
野生生物を将来にわたって利用可能となる
「権利」＝ICRsを保障する論理を模索・確立
することが急務である。 
 
２．研究の目的 
（1）IWCの管轄外にある（小型）鯨類の利活
用、ならびに IWC非加盟国における鯨類の利
活用について、日本とインドネシアを事例に
実態を把握するとともに、そうした地域にお
ける鯨類利用の慣行を ICRとの関連で考察す
る。 
 
（2）鯨類にかぎらず、さまざまな生態資源
の利活用について現地社会の視点から考察
し、ICR概念の深化をはかる。 
 
３．研究の方法 
（1）研究代表者の赤嶺淳は、これまで蓄積
してきた「モノ研究」の実績と手法を活かし、
NTT 州をふくむ東インドネシア海域の離島
群における交換経済に着目し、そうした交換
経済で利用される商品目録を作成し、それら
の商品のライフサイクル（生産・流通・消費
の一連の流れ）についての詳細な記述と分析
をおこなう。また、国際捕鯨委員会に参加し、
同会議における先住民生存捕鯨（Aboriginal 
Subsistence Whaling）に関する議論を傍聴
する。さらには、日本国内における小型鯨類
の利活用についての法的管理体制を整理す
るとともに、和歌山県や宮城県、北海道など
でフィールドワークを実施する。 
 
（2）研究分担者の長津一史は、インドネシ
アの海洋資源省、漁業省、環境 NGO が提起

するインドネシアにおける海洋保護区化構
想について、スキューバ・ダイビングなど
のマリン・ツーリズムの開発計画を視野に
いれながら、政治家ならびに関係省庁、NGO 
の聞き取り調査を実施する。同様に、ツー
リズムの開発が実施されている現場での、
開発にともなう社会変容についての参与観
察をおこなう。比較研究のため、マレーシ
アやフィリピンにおける生業経済と海洋環
境保護のポリティクスについても調査する。 
 
４．研究成果 
（1）本研究において、ナマコやフカヒレ、
極楽鳥、綿布など、ウォーラセア海域におけ
る生業経済の重要商品群の各種の歴史記録
から拾いだし、それらが今日の東インドネシ
ア社会においても需要な商品であることを
確認した。 
 また、レンバタ島におけるマッコウクジラ
漁に関するレビューをおこない、その歴史的
変遷について、バーター交易や電力普及、モ
ータリゼーション、出稼ぎなどの外部経済要
因との関係性で考察をおこない、反捕鯨の批
判が表面的なものにすぎないことを明らか
にした。 
 IWC63（於英国ジャージー島）と IWC64（於
パナマシティ）に参加し、IWC における先住
民生存捕鯨の議論の参与観察をおこなった。
とくに IWC64では先住民捕鯨枠の改定がおこ
なわれ、グリーンランドのイヌイットによる
先住民生存捕鯨が否定されたことについて、
ICR との関係性でイヌイット関係者にインタ
ビューをおこない、画一的な商業性概念の問
題点を明らかにした。 
 和歌山県の太地町において、シーシェパー
ドを中心とする反捕鯨団体が展開する小型
鯨類の捕獲反対のキャンペーンを参与観察
するとともに、こうした反捕鯨団体の活動の
結果、イルカ肉が太地町内で流通しづらくな
っていることを確認し、商業性と ICRの関係
性について考察した。 
 東海地方を中心に、戦前期から高度経済成
長期における鯨肉食についての記憶を採集
し、冊子にまとめるとともに、食生活誌学と
いう概念を提唱した。 
 また、生活に密着した生業の保障だけでは
なく、生活の基本である（少数）言語の保護
など、さまざまな文化権・生活権の保障を、
より幅広い文脈のなかで検討していく必要
がある。 
（2）本研究では、島嶼部東南アジアにおけ
るフィールド調査の成果に基づいて、海民集
団の生成と在地資源の商業利用との関係に
ついて考察した。東南アジア海域世界では、
沿岸や汀線や河川沿い、つまり陸域と水域の
「きわ」が長らく人間の居住に適した空間と
されてきた。この生態空間をニッチとし、独



 

 

自の生活様式を発達させてきた人びとが本
研究でいう「海民」（maritime folks）であ
る。東南アジア研究では、東南アジア海域世
界に通底する社会的、文化的な特徴を捉える
ための概念として海民という語が用いられ
てきた。この広義の海民は、東南アジア海域
世界の生態基盤、つまり熱帯多雨林が卓越す
る多島海に発達した典型的な生活様式を措
定して、それにあてはまる人びとを指示する
ための集団類型である。 
フィールド調査および考察の主な対象は、

この広義の海民集団のひとつとしてのサマ
人である。サマ人は、フィリピン南部からマ
レーシア・サバ州、インドネシア東部に至る
広い海域に拡散居住する。本研究では、この
うち、東ジャワ州のカンゲアン諸島に焦点を
おき、かれらを様々な民族出自を持つ人びと
からなるという意味での混淆の海民集団と
してとらえ、その生成過程における在地資源
の商業利用の重要性を指摘した。 
カンゲアン諸島のサマ人は、ナマコやウミ

ガメ、ハタ類などの輸出用海産資源の採捕を
経済活動の中心においてきた。カンゲアン諸
島周辺の海域は、これらの商品海産物を採捕
するための漁場や拠点が持続する海域フロ
ンティアである。本研究を通じて得られたの
は、サマ人はこうした海域フロンティア空間
にニッチをみいだした異種混淆の海民集団
であるという理解である。言い換えれば、商
業性はこの海域における民族生成の過程を
理解するうえで鍵となる概念だということ
である。 
 近年の環境 NGO等の野生動物保護の思想は、
その利用における商業性の否定を特徴のひ
とつとしている。「伝統的な自給自足」のた
めの野生動物の利用は認められるが、商業目
的の利用は規制されなければならない――
東南アジア海域においても、こうした政府や
環境 NGO の認識のもとで、海洋保護区の制定
等による海産資源の保護・囲い込みが進めら
れている。しかしながら、上記のように商業
性は、この海域の社会編成、さらには文化的
価値観とも密接に関連している。かれらの
「在地商業権」ならびに当事者性を尊重する
かたちの、海産資源の適正利用の仕組みが求
められている。 
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取得年月日： 
国内外の別： 
 
〔その他〕 
ホームページ等 

http://www.balat.jp/ 
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